
意  見  募  集 
（パブリックコメントの実施） 

  
 本市では、第七次前橋市総合計画の策定や前橋市立地適正化計画等の新たな施策

が展開されていることから都市づくりの基本的方針『前橋市都市計画マスタープラン』の

改訂を行っています。 

 今回、この素案がまとまりましたので、パブリックコメント（意見募集）を行います。 

 皆さんの意見をお寄せください。 

 案 件 名  「前橋市都市計画マスタープラン改訂版（素案）」について 

 募 集 期 間 令和元年９月１３日（金）から令和元年１０月１５日（火）まで 

 資料の公表方法 市ホームページ、市庁舎（９階都市計画課、２階情報公開

コーナー）、各支所・市民サービスセンター、にぎわい商業

課（K’BIX 元気２１まえばし内１階）、図書館 

 ※それぞれの公表場所では資料を公表しております。 

 意見の提出方法 １ 郵送（令和元年１０月１５日当日消印有効） 

〒371-8601 前橋市大手町二丁目１２番１号 

前橋市役所 都市計画課 行 

２ ファクシミリ  027-221-2361 

３ 電子メール  toshikeikaku@city.maebashi.gunma.jp 

４ 直接提出   

市庁舎（９階 都市計画課、２階 情報公開コーナー）、

各支所・市民サービスセンター、にぎわい商業課（K‘BIX

元気２１まえばし内１階）、図書館 

 そ の 他  意見提出時の注意 
  住所・氏名を必ず記入してください。 

 意見に対する市の考え方の公表 
  提出していただいたご意見について、提出者には直接回答しま 

せんが、後日ご意見に対する市の考え方を公表します。(その 

際には、提出者の住所・氏名は公表しません。) 

 意見提出のできる方 
   ・市内に住所または勤務先がある人 

   ・市内の学校に在学する人 

・パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 

 問い合わせ先  都市計画部都市計画課 

 電話 ０２７－２２４－１１１１（内線３９４８） 

     ０２７－８９８－６９４３（直通） 

個人情報については、前橋市個人情報保護条例に基づき適正に管理いたします。 


